
 
 

岩手県漁業調整規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 18 年３月 31日 

岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第 49号 

   岩手県漁業調整規則の一部を改正する規則 

岩手県漁業調整規則（昭和 42年岩手県規則第 31号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（さばを目的とする動力漁船を使用するまき網漁業の禁止区

域） 

第42条 さばの採捕を目的とする動力漁船を使用する中型まき

網漁業及び小型まき網漁業は、次の諸点を順次に結ぶ線と海

岸線とによって囲まれた区域内においては、操業してはなら

ない。 

［略］ 

宮城県本吉郡唐桑町唐桑崎（御崎）突端正東２海里の点 

［略］ 

（小型機船底びき網漁業の禁止区域） 

第 43条 小型機船底びき網漁業は、次の諸点を順次に結ぶ線と

海岸線とによって囲まれた区域内においては、操業してはな

らない。ただし、手繰第３種漁業については、この限りでな

い。 

［略］ 

宮城県本吉郡唐桑町唐桑崎（御崎）突端正東３海里の点 

宮城県本吉郡唐桑町唐桑崎（御崎）突端 

（さけの採捕禁止区域及び禁止期間） 

第45条 次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表右

欄に掲げる線と海岸線とによって囲まれた区域においては、

９月１日から翌年２月末日までの期間は、さけを採捕しては

ならない。 

（さばを目的とする動力漁船を使用するまき網漁業の禁止区

域） 

第42条 さばの採捕を目的とする動力漁船を使用する中型まき

網漁業及び小型まき網漁業は、次の諸点を順次に結ぶ線と海

岸線とによって囲まれた区域内においては、操業してはなら

ない。 

［略］ 

宮城県気仙沼市唐桑町唐桑崎（御崎）突端正東２海里の点 

［略］ 

（小型機船底びき網漁業の禁止区域） 

第 43条 小型機船底びき網漁業は、次の諸点を順次に結ぶ線と

海岸線とによって囲まれた区域内においては、操業してはな

らない。ただし、手繰第３種漁業については、この限りでな

い。 

［略］ 

宮城県気仙沼市唐桑町唐桑崎（御崎）突端正東３海里の点 

宮城県気仙沼市唐桑町唐桑崎（御崎）突端 

（さけの採捕禁止区域及び禁止期間） 

第45条 次の表の左欄に掲げる河川の河口付近であって同表右

欄に掲げる線と海岸線とによって囲まれた区域においては、

９月１日から翌年２月末日までの期間は、さけを採捕しては

ならない。 

 名 称 線 名 称 線 

 

気仙川 

陸前高田市米崎町米ケ崎南端と同端と宮

城県本吉郡唐桑町真崎東端を結んだ線及

び同市小友町油崎北端と同市気仙町野島

頂点を結んだ線との交点と野島頂点を順

次に結んだ線とその延長線 

  

気仙川 

陸前高田市米崎町米ケ崎南端と同端と宮

城県気仙沼市唐桑町真崎東端を結んだ線

及び陸前高田市小友町油崎北端と同市気

仙町野島頂点を結んだ線との交点と野島

頂点を順次に結んだ線とその延長線 

 

  ［略］    ［略］  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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